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規
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大
分
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日

大　

分　

県　

教　

育　

委　

員　

会　

大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

　
　
　

大
分
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

　

（
大
分
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

大
分
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一

　

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

目
次
中
「
第
三
節　

職
制
（
第
十
七
条
―
第
二
十
九
条
）
」
を

　

「
第
三
節　

高
等
特
別
支
援
学
校
開
校
準
備
室
の
組
織
（
第
十
六
条
の
二
・
第
十
六
条
の
三
）

　
　

第
四
節　

職
制
（
第
十
七
条
―
第
二
十
九
条
）　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　
　
　
　
　
　
　

」

に
改
め

　

る
。

　
　

第
三
条
の
見
出
し
中
「
及
び
教
育
事
務
所
」
を
「
、
教
育
事
務
所
及
び
高
等
特
別
支
援
学
校
開
校
準
備

　

室
」
に
改
め
、
同
条
中
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
改
め
、
「
教
育
事
務
所
」
の
下
に
「
及
び
高
等
特
別

　

支
援
学
校
開
校
準
備
室
」
を
加
え
る
。

　
　

第
四
条
の
見
出
し
中
「
所
」
の
下
に
「
、
室
」
を
加
え
、
同
条
第
一
項
の
表
の
教
育
財
務
課
の
項
中

　

「
、
情
報
化
推
進
班
」
を
削
り
、
同
表
の
特
別
支
援
教
育
課
の
項
中
「
、
高
等
特
別
支
援
学
校
開
校
準
備

　

班
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
課
に
、
」
の
下
に
「
そ
れ
ぞ
れ
」
を
、
「
掲
げ
る
所
」
及
び
「
、
所
」

　

の
下
に
「
又
は
室
」
を
、
「
た
め
、
」
の
下
に
「
そ
れ
ぞ
れ
」
を
加
え
、
同
項
の
表
中

「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
表
の
義
務
教
育
課
の
項
の
前
に

所　
　
　

名

所
又
は
室
名

　

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

教
育
改
革
・
企
画
課

教
育
デ
ジ
タ
ル
改
革
室

教
育
デ
ジ
タ
ル
改
革
班

　
　

第
五
条
第
二
十
四
号
中
「
及
び
所
」
を
「
、
所
及
び
室
」
に
改
め
、
「
教
育
事
務
所
」
の
下
に
「
、
高

　

等
特
別
支
援
学
校
開
校
準
備
室
」
を
加
え
、
同
条
第
二
十
六
号
中
「
及
び
所
」
を
「
、
所
及
び
室
」
に
改

　

め
、
同
条
第
二
十
九
号
中
「
及
び
所
」
を
「
、
所
及
び
室
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
十
号
と
し
、
同

　

条
第
二
十
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　

二
十
九　

教
育
デ
ジ
タ
ル
改
革
室
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
六
条
中
第
九
号
を
削
り
、
第
十
号
を
第
九
号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
す
る
。

　
　

第
八
条
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
七
号
中
「
及
び
所
」
を
「
、
所
及
び
室
」
に
改
め
、
同
条
第
十
号
中

　

「
及
び
幼
児
教
育
セ
ン
タ
ー
」
を
「
、
幼
児
教
育
セ
ン
タ
ー
及
び
高
等
特
別
支
援
学
校
開
校
準
備
室
」
に

　

改
め
る
。

　
　

第
八
条
の
二
第
九
号
中
「
及
び
所
」
を
「
、
所
及
び
室
」
に
改
め
、
同
条
第
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め

　

る
。

　
　

十　

高
等
特
別
支
援
学
校
開
校
準
備
室
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
九
条
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
他
の
課
」
の
下
に
「
及
び
室
」
を
加
え
、
同
条
第
四
号
中
「
及
び

　

所
」
を
「
、
所
及
び
室
」
に
改
め
る
。

（
教
育
委
規
則
）
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二

室　
　
　
　
　

長

教
育
デ
ジ
タ
ル
改
革
室

上
司
の
名
を
受
け
、
室
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

　
　

第
十
八
条
の
表
の
法
務
調
整
監
の
項
を
削
り
、
同
表
の
参
事
の
項
中
「
所
」
の
下
に
「
、
室
」
を
加

　

え
、
同
表
の
参
事
（
総
括
）
の
項
中
「
課
」
の
下
に
「
、
室
」
を
加
え
、
同
表
の
課
長
補
佐
の
項
の
次
に

　

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

室　

長　

補　

佐

（
総　
　
　

括
）

必
要
な
班

上
司
の
命
を
受
け
、
班
の
事
務
を
処
理
す
る
と

と
も
に
、
班
の
事
務
を
総
括
、
調
整
す
る
。

室　

長　

補　

佐

必
要
な
室
又
は
班

上
司
の
命
を
受
け
、
室
又
は
班
の
事
務
を
処
理

す
る
。

　
　

第
十
八
条
の
表
の
主
幹
の
項
中
「
所
」
の
下
に
「
、
室
」
を
加
え
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

　

る
。

上
席
主
幹
学
芸
員

文
化
課

上
司
の
命
を
受
け
、
美
術
品
等
の
調
査
、
研
究

そ
の
他
こ
れ
と
関
連
す
る
特
に
高
度
な
専
門
的

事
務
を
処
理
す
る
。

　
　

第
十
八
条
の
表
の
主
任
社
会
教
育
主
事
の
項
、
社
会
教
育
主
事
の
項
、
副
主
幹
の
項
、
主
査
の
項
、
社

　

会
教
育
主
事
補
の
項
及
び
専
門
員
の
項
中
「
所
」
の
下
に
「
、
室
」
を
加
え
る
。

　
　

第
二
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　

（
室
長
）

　

第
二
十
一
条
の
二　

高
等
特
別
支
援
学
校
開
校
準
備
室
に
室
長
を
置
く
。

　

２　

室
長
は
、
教
育
長
の
命
を
受
け
、
高
等
特
別
支
援
学
校
開
校
準
備
室
の
事
務
を
掌
理
し
、
所
属
職
員

　
　

を
指
揮
監
督
す
る
。

　
　

第
二
十
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

２　

第
二
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
も
の
を
除
き
、
高
等
特
別
支
援
学
校
開
校
準
備
室
に
室
長
補
佐
、
主

　
　

幹
及
び
主
査
を
置
き
、
そ
の
職
務
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
室
の
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
　

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
課
長
補
佐
」
の
下
に
「
、
室
長
補
佐
」
を
加
え
る
。

　
　

第
二
十
八
条
中
「
及
び
所
並
び
に
」
を
「
、
所
及
び
室
、
」
に
改
め
、
「
教
育
事
務
所
」
の
下
に
「
並

　

び
に
高
等
特
別
支
援
学
校
開
校
準
備
室
」
を
加
え
る
。

　

（
大
分
県
教
育
功
労
者
表
彰
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

大
分
県
教
育
功
労
者
表
彰
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を

　

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
四
条
中
「
及
び
所
長
」
を
「
、
所
長
及
び
室
長
」
に
改
め
る
。

（
教
育
委
規
則
）

　
　

第
十
一
条
第
四
号
中
「
公
益
社
団
法
人
大
分
県
人
権
教
育
研
究
協
議
会
」
を
「
公
益
社
団
法
人
大
分
県

　

人
権
・
部
落
差
別
解
消
教
育
研
究
協
議
会
」
に
改
め
る
。

　
　

第
十
一
条
の
四
第
十
三
号
中
「
公
益
財
団
法
人
大
分
県
体
育
協
会
」
を
「
公
益
財
団
法
人
大
分
県
ス
ポ

　

ー
ツ
協
会
」
に
改
め
る
。

　
　

第
十
一
条
の
五
を
第
十
一
条
の
六
と
し
、
第
十
一
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　

（
教
育
デ
ジ
タ
ル
改
革
室
の
分
掌
事
務
）

　

第
十
一
条
の
五　

教
育
デ
ジ
タ
ル
改
革
室
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

　
　

一　

教
育
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
推
進
に
係
る
総
合
企
画
及
び
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

二　

先
端
技
術
や
デ
ジ
タ
ル
教
材
等
の
普
及
・
活
用
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

三　

教
育
庁
及
び
教
育
機
関
（
学
校
を
除
く
。
）
の
職
員
の
教
育
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
係
る
研
修
に
関
す

　
　
　

る
こ
と
。

　
　

四　

教
育
庁
及
び
教
育
機
関
に
お
け
る
情
報
通
信
技
術
の
活
用
の
た
め
の
環
境
の
整
備
に
関
す
る
こ

　
　
　

と
。

　
　

五　

そ
の
他
教
育
庁
及
び
教
育
機
関
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
十
二
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
及
び
所
」
を
「
、
所
及
び
室
」
に
改
め
る
。

　
　

第
二
章
第
三
節
を
同
章
第
四
節
と
し
、
同
章
第
二
節
の
次
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。

　
　
　
　
　

第
三
節　

高
等
特
別
支
援
学
校
開
校
準
備
室
の
組
織

　
　

（
名
称
及
び
位
置
）

　

第
十
六
条
の
二　

高
等
特
別
支
援
学
校
開
校
準
備
室
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

名　
　

称

位　
　

置

教
育
庁
高
等
特
別
支
援
学
校
開
校
準
備
室

大
分
市

　
　

（
高
等
特
別
支
援
学
校
開
校
準
備
室
の
事
務
）

　

第
十
六
条
の
三　

高
等
特
別
支
援
学
校
開
校
準
備
室
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
処
理
す
る
。

　
　

一　

公
印
の
管
守
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

二　

文
書
の
収
受
、
発
送
及
び
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

三　

職
員
の
身
分
、
服
務
、
研
修
及
び
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

四　

大
分
市
に
新
設
す
る
高
等
特
別
支
援
学
校
の
開
校
準
備
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
十
八
条
の
表
以
外
の
部
分
中
「
所
」
の
下
に
「
、
室
」
を
加
え
、
同
条
の
表
中

「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
表
の
所
長
の
項

課
、
所
又
は
班
名

課
、
所
、
室
又
は
班
名

　

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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三

　

（
大
分
県
教
育
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条　

大
分
県
教
育
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部

　

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
二
条
の
表
の
教
科
研
修
部
の
項
中
「
教
科
研
修
部
」
を
「
教
科
研
修
・
Ｉ
Ｃ
Ｔ
推
進
部
」
に
改
め
、

　

「
、
情
報
教
育
担
当
」
を
削
る
。

　
　

第
三
条
中
「
教
科
研
修
部
」
を
「
教
科
研
修
・
Ｉ
Ｃ
Ｔ
推
進
部
」
に
改
め
る
。

　
　

第
四
条
第
九
項
中
「
・
所
」
の
下
に
「
・
室
」
を
加
え
る
。

　

（
大
分
県
立
歴
史
博
物
館
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条　

大
分
県
立
歴
史
博
物
館
管
理
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部

　

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
六
条
第
一
項
中
第
十
九
号
を
第
二
十
一
号
と
し
、
第
七
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下

　

げ
、
第
六
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

　
　

七　

上
席
主
幹
学
芸
員

　
　

八　

上
席
主
幹
研
究
員

　
　

第
六
条
中
第
二
十
一
項
を
第
二
十
三
項
と
し
、
第
九
項
か
ら
第
二
十
項
ま
で
を
二
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、

　

第
八
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

　

９　

上
席
主
幹
学
芸
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
歴
史
資
料
等
の
収
集
、
保
管
、
展
示
そ
の
他
こ
れ
と
関

　
　

連
す
る
特
に
高
度
な
専
門
的
事
務
を
処
理
す
る
。

　

10　

上
席
主
幹
研
究
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
歴
史
資
料
等
の
調
査
、
研
究
、
修
復
そ
の
他
の
保
存
に

　
　

関
す
る
特
に
高
度
な
事
務
を
処
理
す
る
。

　

（
大
分
県
立
先
哲
史
料
館
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条　

大
分
県
立
先
哲
史
料
館
管
理
規
則
（
平
成
七
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次

　

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
三
条
第
一
項
中
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

　

第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　

四　

上
席
主
幹
研
究
員

　
　

第
三
条
中
第
十
三
項
を
第
十
四
項
と
し
、
第
六
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
五

　

項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

６　

上
席
主
幹
研
究
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
先
哲
史
料
等
の
収
集
保
管
、
展
示
及
び
調
査
研
究
そ
の

　
　

他
こ
れ
と
関
連
す
る
特
に
高
度
な
専
門
的
事
務
を
処
理
す
る
。

　

（
大
分
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条　

大
分
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
大

　

分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
二
条
第
一
項
中
「
及
び
所
長
」
を
「
、
所
長
及
び
室
長
」
に
改
め
、
「
各
教
育
事
務
所
長
」
の
下
に

　

「
、
高
等
特
別
支
援
学
校
開
校
準
備
室
長
」
を
加
え
る
。

　
　

第
三
十
四
条
第
二
項
の
表
の
第
二
条
第
一
項
の
項
中
「
及
び
所
長
」
を
「
、
所
長
及
び
室
長
」
に
改

　

め
、
「
各
教
育
事
務
所
長
」
の
下
に
「
、
高
等
特
別
支
援
学
校
開
校
準
備
室
長
」
を
加
え
、
同
表
の
第
三

　

条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
の
項
中
「
及
び
所
長
」
を
「
、
所
長
及
び
室
長
」
に
改
め
る
。

　

（
大
分
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
臨
時
的
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条　

大
分
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
臨
時
的
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
大
分

　

県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
二
条
第
一
項
中
「
及
び
所
長
」
を
「
、
所
長
及
び
室
長
」
に
改
め
、
「
各
教
育
事
務
所
長
」
の
下
に

　

「
、
高
等
特
別
支
援
学
校
開
校
準
備
室
長
」
を
加
え
る
。

　
　

第
十
七
条
第
二
項
の
表
の
第
二
条
第
一
項
の
項
中
「
及
び
所
長
」
を
「
、
所
長
及
び
室
長
」
に
改
め
、

　

「
各
教
育
事
務
所
長
」
の
下
に
「
、
高
等
特
別
支
援
学
校
開
校
準
備
室
長
」
を
加
え
、
同
表
の
第
三
条
第

　

二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
の
項
中
「
第
三
条
第
二
項
」
を
「
第
三
条
第
一
項
」
に
、
「
及
び
所
長
」
を

　

「
、
所
長
及
び
室
長
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
大
分
県
教
育
委
員
会
が
管
理
す
る
公
文
書
の
公
開
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

２　

大
分
県
教
育
委
員
会
が
管
理
す
る
公
文
書
の
公
開
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
三
年
大
分
県
教
育
委
員

　

会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
四
条
中
「
教
育
事
務
所
」
の
下
に
「
、
高
等
特
別
支
援
学
校
開
校
準
備
室
」
を
加
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
教
育
委
員
会
が
所
管
す
る
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日

大　

分　

県　

教　

育　

委　

員　

会　

大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号

　
　
　

大
分
県
教
育
委
員
会
が
所
管
す
る
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
規　
　
　

　
　
　

則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

（
大
分
県
教
育
委
員
会
が
所
管
す
る
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部

　

改
正
）

（
教
育
委
規
則
）



令
和
三
年
四
月
一
日

大
分
県
報
号
外

四

第
一
条　

大
分
県
教
育
委
員
会
が
所
管
す
る
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則

　

（
平
成
十
六
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

　

（
大
分
県
教
育
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

大
分
県
教
育
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
四
年
大
分
県
教

　

育
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
二
号
様
式
中 「

住
　

所
　

　
氏

　
名

」

を 「
郵

便
番

号
　

　
住

　
所

　

　
氏

　
名

　
」

に
、「

、
代

表
者

の
氏

名
及

び
代

表
者

の
印

」

を「
及

　
び
代
表
者
の
氏
名

」
に
改
め
る
。

　
　

第
二
号
様
式
の
二
中 「

住
　

所
　

　
氏

　
名

」

を 「
郵

便
番

号
　

　
住

　
所

　

　
氏

　
名

　
」

に
、「

、
代

表
者

の
氏

名
及

び
代

表
者

の
印

」

を

　

「及
び
代
表
者
の
氏
名

」
に
改
め
、
「
□法

人
で
あ
る
代
理
人
に
あ
っ
て
は

、
法
人
印
鑑
証
明
書

」
を
削

　

る
。

　
　

第
十
号
様
式
中 「

住
　

所
　

　
氏

　
名

」

を 「
郵

便
番

号
　

　
住

　
所

　

　
氏

　
名

　
」

に
、「

、
代

表
者

の
氏

名
及

び
代

表
者

印
」

を「
及

び

　
代
表
者
の
氏
名

」
に
改
め
る
。

　
　

第
十
号
様
式
の
二
中 「

住
　

所
　

を 「
郵

便
番

号
　

　
住

　
所

　

に
、「

、
代

表
者

の
氏

名
及

び
代

表
者

の
印

」

を

　
氏

　
名

」
　

氏
　

名
　

」

　

「及
び
代
表
者
の
氏
名

」
に
改
め
、
「
□法
人
で
あ
る
代
理
人
に
あ
っ
て
は

、
法
人
印
鑑
証
明
書

」
を
削

　

る
。

　
　

第
十
四
号
様
式
中 「

住
　

所
　

　
氏

　
名

」

を 「
郵

便
番

号
　

　
住

　
所

　

　
氏

　
名

　
」

に
、「

、
代

表
者

の
氏

名
及

び
代

表
者

印
」

を「
及

　
び
代
表
者
の
氏
名

」
に
改
め
る
。

　
　

第
十
四
号
様
式
の
二
中 「

住
　

所
　

　
氏

　
名

」

を 「
郵

便
番

号
　

　
住

　
所

　

　
氏

　
名

　
」

に
、「

、
代

表
者

の
氏

名
及

び
代

表
者

の
印

」

　

を
「及

び
代
表
者
の
氏
名

」
に
改
め
、
「
□法

人
で
あ
る
代
理
人
に
あ
っ
て
は

、
法
人
印
鑑
証
明
書

」
を

（
教
育
委
規
則
）

　

削
る
。

　

（
大
分
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条　

大
分
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
大

　

分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
三
条
第
八
項
中
「
署
名
押
印
し
た
」
を
「
署
名
し
た
」
に
改
め
る
。

　
　

第
一
号
様
式
、
第
二
号
様
式
（
表
）
、
同
様
式
（
裏
）
、
第
六
号
様
式
及
び
第
十
号
様
式
中
「㊞

」
を

　

削
る
。

　

（
大
分
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
臨
時
的
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条　

大
分
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
臨
時
的
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
大
分

　

県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
三
条
第
七
項
中
「
署
名
押
印
し
た
」
を
「
署
名
し
た
」
に
改
め
る
。

　
　

第
一
号
様
式
（
そ
の
一
）
、
第
二
号
様
式
（
そ
の
一
）
（
表
）
、
同
様
式
（
裏
）
、
第
二
号
様
式
（
そ

　

の
二
）
、
第
六
号
様
式
及
び
第
十
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

　

（
教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条　

教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部

　

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
一
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
「氏

名

　
　
　

」
を
「氏

名

（自
署

）
」
に
改
め
、
備
考
を
削
る
。

　
　

第
二
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

備
考　
記
載
要
領
は

、
裏
面
の

「記
載
上
の
注
意

」を
参
照
の
こ
と

。

　
　

第
五
号
様
式
中
「㊞

」
及
び
備
考
を
削
る
。

　
　

第
六
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

　
　

第
十
二
号
様
式
の
二
中
「印

」
を
削
る
。

　
　

第
十
三
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

　
　

第
十
五
号
様
式
中
「
㊞
」
及
び
備
考
を
削
る
。

　

（
教
育
職
員
免
許
状
の
更
新
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条　

教
育
職
員
免
許
状
の
更
新
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
一
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五

　

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
一
号
様
式
、
第
二
号
様
式
、
第
四
号
様
式
、
第
六
号
様
式
、
第
七
号
様
式
、
第
八
号
様
式
及
び
第
十

　

号
様
式
中
「氏

名　
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
「
※氏

名
を
記
載
し

、
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

、
自

　
署
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

」
を
削
る
。

　

（
産
業
教
育
手
当
支
給
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条　

産
業
教
育
手
当
支
給
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の



令
和
三
年
四
月
一
日

大
分
県
報
号
外

五

　

よ
う
に
改
正
す
る
。「

」

　
　

様
式
第
一
号
中

校　長

教　頭

事　務　長

を
削
る
。

　

（
大
分
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条　

大
分
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
（
昭
和
四
十
二
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を

　

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
七
号
様
式
に
注
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

注　
氏
名
を
記
載
し

、
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

、
自
署
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

　
　

第
八
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

　
　

第
八
号
様
式
の
二
及
び
第
八
号
様
式
の
三
中
「㊞
」
及
び
注
を
削
る
。

　
　

第
九
号
様
式
か
ら
第
十
二
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「㊞
」
を
削
る
。

　

（
大
分
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
改
正
）

第
九
条　

大
分
県
立
高
等
学
校
学
則
（
昭
和
四
十
二
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の

　

よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
七
号
様
式
に
注
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

注　
氏
名
を
記
載
し

、
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

、
自
署
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

　
　

第
八
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

　
　

第
八
号
様
式
の
二
及
び
第
八
号
様
式
の
三
中
「㊞

」
及
び
注
を
削
る
。

　
　

第
九
号
様
式
か
ら
第
十
二
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「㊞

」
を
削
る
。

　

（
技
能
教
育
施
設
の
指
定
の
申
請
手
続
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
条　

技
能
教
育
施
設
の
指
定
の
申
請
手
続
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
三
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則

　

第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
一
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号

　

を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と
す
る
。

　
　

第
三
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号

　

か
ら
第
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　
　

第
四
号
様
式
中
「㊞

」
及
び
注
を
削
る
。

　

（
大
分
県
立
中
学
校
学
則
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条　

大
分
県
立
中
学
校
学
則
（
平
成
十
八
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の

（
教
育
委
規
則
）

　

よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
二
号
様
式
に
注
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

注　
氏
名
を
記
載
し

、
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

、
自
署
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

　
　

第
三
号
様
式
及
び
第
四
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

　

（
大
分
県
社
会
教
育
主
事
資
格
認
定
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条　

大
分
県
社
会
教
育
主
事
資
格
認
定
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）

　

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
一
号
様
式
中
「印

」
及
び
注
を
削
る
。

　

（
博
物
館
の
登
録
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条　

博
物
館
の
登
録
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部

　

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
二
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

　

（
大
分
県
文
化
財
保
護
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条　

大
分
県
文
化
財
保
護
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の

　

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
一
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

　

（
大
分
県
埋
蔵
文
化
財
取
扱
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条　

大
分
県
埋
蔵
文
化
財
取
扱
規
則
（
平
成
十
二
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を

　

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
一
号
様
式
中

　

「

　
　

　
　

年
　

　
月

　
　

日
　

起
案

起
案

者

職
氏

名
㊞

」
を
削
り
、

　

「

（
命

令
機

関
）

（
出

納
機

関
）

　
　

文
化

課
長

課
　

　
　

　
員

管
理

予
算

班

（
総

　
括

）

を
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出
土

文
化

財
処

理
簿

登
記

担
　

　
　

当

」
に

　

改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
規
則
に
規
定
す
る
様
式
の
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
補
正
を
し
て
使

　

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
教
育
委
員
会
訓
令
甲

大
分
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
三
号

教　
　

育　
　

庁　

教　

育　

機　

関　

　

大
分
県
教
育
委
員
会
公
印
規
程
（
昭
和
四
十
年
大
分
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日

大　

分　

県　

教　

育　

委　

員　

会　

　

第
一
条
及
び
第
五
条
第
一
項
中
「
教
育
事
務
所
」
の
下
に
「
、
高
等
特
別
支
援
学
校
開
校
準
備
室
」
を
加

え
る
。

　

別
表
の
大
分
県
教
育
庁
所
長
印
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

大
分
県
教
育
庁
室
長
印

〃

　

〃
二
一　
　

〃
二
一

〃

室
の
庶
務
を
担
当

す
る
課
の
課
長

　

別
表
の
大
分
県
教
育
庁
教
育
事
務
所
長
印
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

大
分
県
教
育
庁
高
等
特
別
支
援
学

校
開
校
準
備
室
長
印

〃

　

〃
二
一　
　

〃
二
一

〃

高
等
特
別
支
援
学

校
開
校
準
備
室
長

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る

（
教
育
委
規
則
・
教
育
委
訓
令
甲
）

出
土

文
化

財
処

理
簿

登
記

担
　

　
　

当
㊞

」

　

「

出
土

文
化

財
処

理
簿

登
記

担
　

　
　

当

」
に

　

改
め
る
。

　
　

第
二
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

　
　

第
三
号
様
式
中

　

「

　
　

　
　

年
　

　
月

　
　

日
　

起
案

起
案

者

職
氏

名
㊞

」
を
削
り
、

　

「

（
命

令
機

関
）

（
出

納
機

関
）

　
　

」
を

文
化

課
長

課
　

　
　

　
員

管
理

予
算

班

（
総

　
括

）

出
土

文
化

財
処

理
簿

登
記

担
　

　
　

当
㊞

　

「
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七

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
四
号

教　
　

育　
　

庁　

教　

育　

機　

関　

　

大
分
県
教
育
庁
等
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
大
分
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日

大　

分　

県　

教　

育　

委　

員　

会　

　

第
一
条
中
「
教
育
事
務
所
」
の
下
に
「
、
高
等
特
別
支
援
学
校
開
校
準
備
室
」
を
加
え
る
。

　

第
二
条
第
一
号
中
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
改

め
、
「
規
定
す
る
所
」
の
下
に
「
及
び
室
」
を
加
え
、 

同
条
第
六
号
中
「
教
育
事
務
所
」
の
下
に
「
、
組

織
規
則
第
十
六
条
の
二
に
規
定
す
る
高
等
特
別
支
援
学
校
開
校
準
備
室
」
を
加
え
、 

同
条
第
七
号
中
「
、

法
務
調
整
監
」
を
削
り
、
同
条
第
八
号
中
「
課
長
補
佐
（
総
括
）
」
の
下
に
「
、
室
長
補
佐
（
総
括
）
」
を

加
え
る
。

　

第
四
条
及
び
第
六
条
中
「
か
か
る
」
を
「
係
る
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
中
「
各
号
の
一
」
を
「
各
号
の
い
ず
れ
か
」
に
改
め
る
。

　

第
十
一
条
第
一
項
の
表
の
本
庁
の
部
の
教
育
長
が
決
裁
す
べ
き
事
務
の
項
中
「
課
長
（
所
長
」
の
下
に

「
及
び
室
長
」
を
加
え
、
同
部
の
課
長
が
決
裁
す
べ
き
事
務
の
項
中
「
置
く
課
（
所
」
の
下
に
「
及
び
室
」

を
加
え
る
。

　

第
十
二
条
中
「
す
み
や
か
」
を
「
速
や
か
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
の
十
五
の
項
、
十
七
の
項
及
び
十
九
の
項
中
「
課
（
所
）
長
」
を
「
課
（
所
・
室
）
長
」
に
改

め
、
同
表
の
二
十
一
の
項
中
「
あ
い
さ
つ
」
を
「
挨
拶
」
に
改
め
、
同
表
の
二
十
四
の
項
及
び
二
十
五
の
項

中
「
課
（
所
）
長
」
を
「
課
（
所
・
室
）
長
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
の
教
育
改
革
・
企
画
課
の
部
の
三
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四　

本
庁
及
び
地
方
機
関
が
作
成
す
る
計
画
等
に
つ
い
て
合
議
を
受
け
る
こ

　

と
。

課　

長

　

別
表
第
二
の
教
育
人
事
課
の
部
の
十
の
項
の
第
二
号
中
「
た
て
る
」
を
「
立
て
る
」
に
改
め
、
同
部
の
十

四
の
項
の
第
一
号
中
「
第
九
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
十
条
の
二
の
二
」
を
、
「
校
長
が
勤
務
時
間
」

の
下
に
「
、
勤
務
日
及
び
週
休
日
」
を
加
え
、
同
部
の
二
十
五
の
項
の
第
三
号
中
「
学
級
編
成
」
を
「
学
級

編
制
」
に
改
め
、
同
表
の
教
育
財
務
課
の
部
の
五
の
項
中
第
三
号
を
削
り
、
同
部
中
九
の
項
を
削
り
、
十
の

項
を
九
の
項
と
し
、
同
表
の
福
利
課
の
部
の
一
の
項
の
第
六
号
中
「
異
議
申
立
書
を
総
務
省
人
事
・
恩
給
局

（
教
育
委
訓
令
甲
）

長
」
を
「
審
査
請
求
書
を
総
務
大
臣
」
に
改
め
、
同
項
の
第
十
七
号
中
「
人
事
・
恩
給
局
長
」
を
「
総
務
大

臣
」
に
改
め
、
同
項
の
第
十
八
号
中
「
第
三
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
六
条
」
に
改
め
、
同
項
の
第
十

九
号
中
「
人
事
・
恩
給
局
」
及
び
「
総
務
省
人
事
・
恩
給
局
」
を
「
総
務
大
臣
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
の
学
校
安
全
・
安
心
支
援
課
の
部
の
四
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四　

大
分
県
立
学
校
管
理
規
則
第
三
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
校
長
か
ら

　

提
出
さ
れ
た
警
備
防
災
計
画
書
を
受
理
す
る
こ
と
。

班
総
括

　

別
表
第
二
の
義
務
教
育
課
の
部
の
二
の
項
の
第
二
号
中
「
き
い
て
」
を
「
聴
い
て
」
に
改
め
、
同
項
の
第

四
号
中
「
き
く
」
を
「
聴
く
」
に
改
め
、
同
表
の
特
別
支
援
教
育
課
の
部
の
二
の
項
の
第
二
号
中
「
す
べ

て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
同
部
の
九
の
項
の
第
四
号
及
び
第
六
号
中
「
き
い
て
」
を
「
聴
い
て
」
に
改

め
、
同
表
の
高
校
教
育
課
の
部
の
八
の
項
の
第
二
号
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
同
表
の
社
会
教

育
課
の
部
の
一
の
項
の
第
六
号
中
「
き
く
」
を
「
聴
く
」
に
改
め
、
同
表
の
文
化
課
の
部
の
二
の
項
の
第
八

号
中
「
制
作
」
を
「
製
作
」
に
改
め
、
同
表
の
体
育
保
健
課
の
部
の
二
の
項
及
び
四
の
項
中
「
安
全
対
策
・

管
理
監
」
を
「
健
康
対
策
・
管
理
監
」
に
改
め
、
同
部
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

教
育
改
革
・
企
画
課
教
育
デ
ジ
タ
ル
改
革
室

事　
　
　
　
　
　
　
　
　

項

決
裁
権
者

一　

教
育
の
デ
ジ

　

タ
ル
化
の
推
進

　

に
関
す
る
事
務

一　

教
育
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
推
進
に
係
る
重
要
な
事
務
を
処
理
す

　

る
こ
と
。 

二　

教
育
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
推
進
に
つ
い
て
知
事
部
局
及
び
教
育

　

庁
関
係
課
等
と
の
連
絡
調
整
を
行
う
こ
と
。 

三　

情
報
通
信
技
術
の
活
用
の
た
め
の
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
。

教
育
長

室　

長

室　

長

二　

職
員
の
研
修

　

に
関
す
る
事
務

一　

教
育
庁
及
び
教
育
機
関
（
学
校
を
除
く
。
）
の
職
員
の
教
育

　

の
デ
ジ
タ
ル
化
に
関
す
る
研
修
を
実
施
す
る
こ
と
。

二　

教
職
員
の
研
修
計
画
の
策
定
に
つ
い
て
合
議
を
受
け
る
こ

　

と
。

室　

長

室　

長

　

別
表
第
三
の
二
の
部
の
一
の
項
中
「
所
（
館
）
長
」
を
「
所
（
室
・
館
）
長
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
四
の
教
育
事
務
所
の
部
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
　
　
　

高
等
特
別
支
援
学
校
開
校
準
備
室

　
　
　

一　

室
長
の
権
限
に
属
す
る
事
項

事　
　
　
　
　
　
　
　
　

項

決
裁
権
者

一　

高
等
特
別
支

一　

校
訓
や
教
育
目
標
な
ど
の
学
校
基
本
構
想
を
策
定
す
る
こ

室　

長
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援
学
校
の
開
校

　

準
備
に
関
す
る

　

事
務

　

と
。

二　

教
育
課
程
の
編
成
に
関
す
る
こ
と
。

三　

制
服
や
校
歌
な
ど
の
学
校
生
活
基
本
構
想
を
策
定
す
る
こ

　

と
。

四　

学
校
内
規
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。

五　

地
域
や
関
係
校
に
協
力
を
依
頼
す
る
こ
と
。

六　

学
校
説
明
会
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

室　

長

室　

長

室　

長

室　

長

室　

長

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
五
号

教　
　

育　
　

庁　

教　

育　

機　

関　

　

大
分
県
教
育
委
員
会
電
子
署
名
規
程
（
平
成
十
五
年
大
分
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
八
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日

大　

分　

県　

教　

育　

委　

員　

会　

　

第
二
条
第
四
号
中
「
規
定
す
る
課
長
」
の
下
に
「
、
所
長
及
び
室
長
」
を
加
え
、
同
条
第
八
号
中
「
符

合
」
を
「
符
号
」
に
改
め
る
。

　

附
則
第
三
項
中
「
各
課
長
」
の
下
に
「
（
所
長
及
び
室
長
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

　

別
表
の
課
長
の
項
中
「
各
課
長
」
の
下
に
「
（
職
に
係
る
電
子
署
名
の
名
義
が
所
長
又
は
室
長
の
場
合
に

あ
っ
て
は
、
当
該
所
又
は
室
の
庶
務
を
担
当
す
る
課
長
）
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
六
号

教　
　

育　
　

庁　

教　

育　

機　

関　

　

大
分
県
教
育
委
員
会
文
書
管
理
規
程
（
平
成
二
十
一
年
大
分
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
十
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日

大　

分　

県　

教　

育　

委　

員　

会　

　

目
次
中
「
第
七
十
二
条
の
二
」
を
「
第
七
十
二
条
の
三
」
に
改
め
る
。

　

第
一
条
中
「
及
び
教
育
事
務
所
」
を
「
、
教
育
事
務
所
及
び
高
等
特
別
支
援
学
校
開
校
準
備
室
」
に
改
め

る
。

　

第
二
条
第
四
号
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
同
条
第
九
号
中
「
及
び
所
」
を
「
、
所
及
び
室
」

に
改
め
、
「
教
育
事
務
所
」
の
下
に
「
、
組
織
規
則
第
十
六
条
の
二
に
規
定
す
る
高
等
特
別
支
援
学
校
開
校

準
備
室
」
を
加
え
、
同
条
第
十
一
号
中
「
及
び
所
長
、
」
を
「
、
所
長
及
び
室
長
、
」
に
改
め
、
「
規
定
す

る
所
長
」
の
下
に
「
、
組
織
規
則
第
二
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
室
長
」
を
加
え
、
同
条
第
十
二
号
中
「
課

長
補
佐
（
総
括
）
」
の
下
に
「
、
室
長
補
佐
（
総
括
）
」
を
加
え
る
。

　

第
七
条
第
三
項
中
「
各
教
育
事
務
所
」
の
下
に
「
、
高
等
特
別
支
援
学
校
開
校
準
備
室
」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
二
条
第
一
号
中
「
あ
て
名
」
を
「
宛
名
」
に
、
「
か
か
わ
る
」
を
「
関
わ
る
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
名
あ
て
人
」
を
「
名
宛
人
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
各
教
育
事
務
所
」
の
下
に
「
、
高
等
特
別
支
援
学
校
開
校
準
備
室
」
を
加
え
、

同
項
第
一
号
中
「
名
あ
て
人
」
を
「
名
宛
人
」
に
、
「
所
属
長
あ
て
」
を
「
所
属
長
宛
て
」
に
改
め
、
同
項

第
二
号
中
「
か
か
わ
る
」
を
「
関
わ
る
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
九
条
第
二
項
中
「
回
付
確
認
の
た
め
の
押
印
欄
」
を
「
回
付
確
認
欄
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
七
条
第
一
項
中
「
あ
て
名
」
を
「
宛
名
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
九
条
中
「
教
育
長
あ
て
」
を
「
教
育
庁
宛
て
」
に
、
「
あ
て
名
」
を
「
宛
名
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
一
条
中
「
あ
て
先
」
を
「
宛
先
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
二
条
た
だ
し
書
中
「
県
の
機
関
に
対
し
て
施
行
す
る
文
書
（
許
可
、
認
可
等
の
処
分
に
関
す
る
文

書
そ
の
他
特
に
重
要
な
文
書
を
除
く
。
）
及
び
県
の
機
関
以
外
の
も
の
に
対
し
て
施
行
す
る
軽
易
な
」
を

「
許
可
、
認
可
等
の
処
分
に
関
す
る
文
書
そ
の
他
特
に
重
要
な
文
書
以
外
の
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
四
条
第
一
号
中
「
あ
て
先
」
を
「
宛
先
」
に
、
「
あ
て
て
」
を
「
宛
て
て
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
あ
て
先
」
を
「
宛
先
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
九
条
中
「
総
合
行
政
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
の
下
に
「
、
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
（
第
七
十
二
条
の
二
に

規
定
す
る
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
の
業
務
シ
ス
テ
ム
」
を

加
え
、
「
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
七
十
二
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
電

子
メ
ー
ル
」
の
下
に
「
、
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
そ
の
他
の
業
務
シ
ス
テ
ム
」
を
加
え
る
。

　

第
二
章
第
七
節
中
第
七
十
二
条
の
二
を
第
七
十
二
条
の
三
と
し
、
第
七
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え

る
。

　

（
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
そ
の
他
の
業
務
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
施
行
）

第
七
十
二
条
の
二　

電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
県
の
機
関
に
係
る
申
請
、
届

　

出
そ
の
他
の
手
続
等
を
行
う
た
め
の
シ
ス
テ
ム
で
、
総
務
部
行
政
企
画
課
電
子
自
治
体
推
進
室
長
が
管
理

　

す
る
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
業
務
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
電
子
文
書
を
施
行
し
た
と
き

（
教
育
委
訓
令
甲
）



令
和
三
年
四
月
一
日

大
分
県
報
号
外

九

大
分
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
八
号

教

育

事

務

所　

教　

育　

機　

関　

　

大
分
県
教
育
委
員
会
の
宿
直
勤
務
及
び
日
直
勤
務
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
大
分
県
教
育
委
員
会

訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日

大　

分　

県　

教　

育　

委　

員　

会　

　

第
三
条
第
二
項
中
「
あ
て
る
」
を
「
充
て
る
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
六
条
中
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
第
二
項
中
「
備
え
つ
け
る
」
を
「
備
え
付
け
る
」
に
改
め
、
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号

と
す
る
。

　

第
八
条
第
一
項
中
「
の
も
と
に
」
を
「
を
払
い
、
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
中
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
る
。

　

第
十
一
条
中
「
す
み
や
か
に
」
を
「
速
や
か
に
」
に
改
め
る
。

　

第
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
二
条　

削
除

　

第
十
三
条
中
「
行
な
い
」
を
「
行
い
」
に
改
め
る
。

　

第
十
五
条
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
「
、
そ
の
認
印
を
受
け
」
を
削
る
。

「

「

氏
　

名
印

氏
　

　
名

「

「

宿
日

直

管
理

者

印

宿
日

直

管
理

者

　

第
一
号
様
式
中

を

に
、

を

」

」

（
教
育
委
訓
令
甲
）

　

は
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
施
行
年
月
日
を
登
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「

」
を
「

」

　

別
表
第
一
中

体
育
保
健
課

教
委
体

体
育
保
健
課

教
育
デ
ジ
タ
ル
改
革
室

教
委
体

教
委
教
デ

に
、

「

」

「

」

日
田
教
育
事
務
所

教
委
日

を

日
田
教
育
事
務
所

高
等
特
別
支
援
学
校
開
校
準
備
室

教
委
日

教
委
高
支

に
改

め
る
。

　

第
四
号
様
式
中
「あ

て
名

」
を
「宛

名
」
に
、
「受

領
印

」
を
「受

領
者
名

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
七
号

教　
　

育　
　

庁　

教　

育　

機　

関　

　

大
分
県
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
大
分
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日

大　

分　

県　

教　

育　

委　

員　

会　

　

第
一
条
中
「
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
」
を
「
高
等
特
別
支
援
学
校
開
校
準
備
室
」
に
改
め
る
。

　

第
十
三
条
第
一
項
中
「
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
」
の
下
に
「
等
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

　

第
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
五
条　

削
除

　

第
二
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

　

第
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
３
号
様
式　
削
除

　

第
六
号
様
式
、
第
八
号
様
式
か
ら
第
八
号
様
式
の
四
ま
で
の
規
定
、
第
十
二
号
様
式
及
び
第
十
三
号
様
式

中
「㊞

」
を
削
る
。

　

第
十
四
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
「自

筆
記
名
押
印

」
を
「自

筆
記
名

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　



令
和
三
年
四
月
一
日

大
分
県
報
号
外

一
〇

」

」

に
改
め
る
。

「

「

印

「

「

印

　

第
二
号
様
式
中

印

を

に
、

を

に
、

印
」

」

」

」

「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

巡
視

者

印
巡

視
者

　

第
三
号
様
式
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
九
号

本　
　
　
　
　

庁　

県　

立　

学　

校　

　

大
分
県
立
学
校
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
五
十
五
年
大
分
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日

大　

分　

県　

教　

育　

委　

員　

会　

　

第
八
条
第
一
項
中
「
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
」
の
下
に
「
等
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

　

第
五
号
様
式
中

校
　

長

印

校
　

長

確
認

欄

　

第
六
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
６
号
様
式　
削
除

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
十
号

教　
　

育　
　

庁　

教　

育　

機　

関　

　

大
分
県
教
育
庁
等
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
（
平
成
十
四
年
大
分
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
五
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日

大　

分　

県　

教　

育　

委　

員　

会　

　

第
二
条
第
二
号
中
「
教
育
事
務
所
」
の
下
に
「
、
組
織
規
則
第
十
六
条
の
二
に
規
定
す
る
高
等
特
別
支
援

学
校
開
校
準
備
室
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号
中
「
及
び
所
長
」
を
「
、
所
長
及
び
室
長
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
第
一
項
中
「
及
び
所
」
を
「
、
所
及
び
室
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
十
一
号

本　
　
　
　
　

庁　

県　

立　

学　

校　

　

大
分
県
立
学
校
事
務
決
裁
規
程
（
平
成
十
三
年
大
分
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日

大　

分　

県　

教　

育　

委　

員　

会　

　

第
二
条
第
五
号
中
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
改
め
、
「
所
」
の
下
に
「
及
び
室
」
を
加
え
る
。

　

第
四
条
中
「
又
は
所
長
」
を
「
、
所
長
又
は
室
長
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
の
二
十
九
の
項
中
第
四
十
五
号
を
第
四
十
六
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
四
十
四
号
ま
で
を
一
号

（
教
育
委
訓
令
甲
）



令
和
三
年
四
月
一
日

大
分
県
報
号
外

一
一

ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

施
行
規
則
第
十
条
の
二
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
教
育
委
員
会
の
許
可
を

　

得
て
、
勤
務
時
間
、
勤
務
日
及
び
週
休
日
の
割
振
り
を
変
更
す
る
こ
と
。

校　

長

　

別
表
第
三
の
六
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

六　

別
表
第
二
の
二
十
九
の
項
の
第
十
一
号
、
第
十
三
号
、
第
十
五
号
、
第
十
七
号
、
第
十
八
号
、
第
二

　
　

十
号
、
第
二
十
九
号
、
第
三
十
三
号
、
第
三
十
五
号
か
ら
第
三
十
七
号
ま
で
及
び
第
四
十
三
号
に
定
め

　
　

る
事
項

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
教

育

長

訓

令

甲

大
分
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲
第
一
号

教　
　

育　
　

事　
　

務　
　

所　

高
等
特
別
支
援
学
校
開
校
準
備
室　

教　
　
　

育　
　
　

機　
　
　

関　

　

大
分
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
委
任
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
大
分
県

教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日

大　

分　

県　

教　

育　

委　

員　

会　

教　

育　

長　

　

第
二
条
第
一
項
中
「
教
育
事
務
所
の
長
」
の
下
に
「
、
第
十
六
条
の
二
に
定
め
る
高
等
特
別
支
援
学
校
開

校
準
備
室
の
長
（
以
下
「
高
等
特
別
支
援
学
校
開
校
準
備
室
の
長
」
と
い
う
。
）
」
を
、
「
別
表
第
一
」
の

下
に
「
（
高
等
特
別
支
援
学
校
開
校
準
備
室
の
長
に
あ
つ
て
は
、
三
の
項
に
掲
げ
る
事
務
を
除
く
。
）
」
を

加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
教
育
委
訓
令
甲
・
教
育
長
訓
令
甲
）


